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１．はじめに
　アセアン諸国では、2015年末にアセアン経済共同
体（AEC）が発足して２年が経過し、経済成長が好
調に推移している。また、知的財産制度についても
整備されてきている。
　本稿は、アセアン諸国の知的財産制度について、
複数回に分けて紹介するものである。今回は、フィ
リピンの知的財産制度のうち、特許制度、実用新案

制度、意匠制度を中心に解説する。

２．総論
　フィリピンの知的財産制度は、特許制度、実用新
案制度、意匠制度、商標制度、著作権制度を基本と
しており、これらの法律は、1998年１月１日に施行
された知的財産法として一つの法律に体系化されて
いる。1998年１月１日よりも前は、それぞれの制度
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が別々の法律として規定されていた。
　特許制度については、フィリピンが米国の植民地
の時代に、米国の特許法が適用されていた。その
後、1947年に特許法が改正され、フィリピンに独立
した特許制度が導入されたが、この改正法は、当時
の米国特許法の影響を受けて、先発明主義が採用さ
れ、出願公開をしない制度であった。その後、1998
年１月１日に施行された知的財産法において、先願
主義に移行し、公開制度も導入されることになった。
　意匠制度は、1947年に導入された。その後、1998
年１月１日に施行された知的財産法には意匠権の規
定はなかったが、2001年の知的財産法改正において、
集積回路の回路配置とともに、意匠権の規定が導入
された。
　商標制度は、1947年に導入された。当時の商標法
は、米国のランハム法の影響で、先使用主義が採用
されていた。その後、商標法は、1998年１月１日に
施行された知的財産法に体系化されることになった。
　フィリピンの著作権制度は、スペインの占領下で、
スペインの著作権制度が適用されたことに始まり、
1898年からの米国の占領下で、米国の著作権制度が
適用されることになった。その後、1924年に米国著
作権法の影響を受けて、フィリピンに独立した著作
権制度が制定され、1998年１月１日に施行された知
的財産法において全面改正された。
　そのほか、集積回路の回路配置は、意匠と共に知
的財産法（第２部13章：112条〜120条）において体
系化されている。また、トレードドレス、商品等表示、
形態模倣についても、知的財産法（168条）において
規定され、原産地表示についても、知的財産法（169
条）に規定されている。なお、トレードシークレッ
トについては、知的財産法には明示的な規定はない
が、168条によって保護が可能であると解されている。

３．特許制度（知的財産法）
　フィリピンの知的財産法は、2013年３月22日に改
正法が施行され、現在に至っている。ここでは、こ
の改正法に基づいて、フィリピンの特許制度につい
て解説する。（以下、括弧書の条文は、特に指示が
ない場合、フィリピンの知的財産法の条文を示す。）

（１）保護対象
「人間の活動のすべての分野における課題につ

いて、新規であり、進歩性を有し、かつ、産業上

の利用可能性を有するいかなる技術的解決も特許
を受けることができる」（21条）と規定されており、

「人間の活動のすべての分野における発明」が特許
の保護対象とされている。

（２）特許要件
①産業上利用可能性

特許を受けるためには、産業上の利用可能
性を有する発明であることが要件とされている

（21条）。具体的には、「いずれかの産業におい
て製造及び使用することができる発明は、産業
上の利用可能性があるものとする。」（27条）と
規定されている。

②新規性
特許を受けるためには、新規性を有すること

が要件とされている（21条）。具体的には、「そ
れが先行技術の一部である場合は、新規である
とはみなさない。」（23条）と規定されている。

ここで、「先行技術」とは、「出願日又は優先
日の前に世界のいずれかの場所において公衆が
利用することができるようにされているすべて
のもの」と規定されている（24条（１））。

また、「本法の規定に従って公開され、フィ
リピンにおいて出願され又は効力を有し、かつ、
その出願の出願日又は優先日より前の出願日又
は優先日を有する特許出願、実用新案登録又は
意匠登録の全内容」（出願人又は発明者が同一
ではないことを条件とする。）についても、先行
技術とみなされる（24条（２））。

　＜解説＞
フィリピンでは、先願の明細書に記載された

発明ついても先行技術とみなされて新規性を有
しない。なお、日本では、先願の明細書に記載
された発明は、新規性の要件ではなく、先願に
よる後願排除効によって特許を受けることがで
きない。

③新規性喪失の例外
出願日又は優先日の前12月の間におけるその

出願に含まれている情報の開示は、その開示が
次の場合に該当するときは、新規性を喪失した
ものとはみなされない（25条）。

（a）その開示がその発明者によってなされた場
合


